
 

 

「保育提供体制の確保のための実施計画」の承認について 
 

 令和６年１２月２０日、こども家庭庁が「保育政策の新たな方向性」を取りま

とめ、その中で、これからの保育政策については「量の拡大」から「質の向上」

へ政策の軸を転換することが示されました。 

 これを受け、令和７年３月２７日付けのこども家庭庁成育局保育政策課長通知

にて、国が行う財政支援に関する新たな実施方針が示され、令和８年度以降は、

補助事業の内、国が指定する事業（保育提供体制の確保のための財政支援となる

事業）については、「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択を受けた自治

体が支援を受けられることとなりました。そして、採択を受けるにあたり、事前

に子ども・子育て会議において実施計画の承認を得ることが必要になりました。 

 

今般、国が指定する事業の内、新座市では以下の事業を令和８年度に実施する

ため、実施計画の承認をいただくもの。 

➀保育士宿舎借り上げ支援事業 

②利用者支援事業（特定型） 

③こども誰でも通園制度のための改修事業 

 

◎承認いただきたい事項 

項 目 資 料 

１ 保育提供体制の確保のための実施計画 資料 5-2 

２ 令和７年度以降のこども誰でも通園制度の利用需要と提供体制 資料 5-3 

 

資料５－１  



資料5－2

市区町村名：

１．令和７年度以降の保育需要と提供体制

都道府県 埼玉県 担当者名
市区町村 新座市 電話番号

所属（課・室） 保育課 メールアドレス

保育提供区域 複数区域 ←プルダウン選択してください。複数区域を選択した場合は、様式１－２のシートをつけて提出してください。

令和7年4月1日 令和8年4月1日 令和9年4月1日 令和10年4月1日 令和11年4月1日
実績 見込み・計画数 見込み・計画数 見込み・計画数 見込み・計画数

０ 歳 児 936. 931. 927. 925. 916.
１ ・ ２ 歳 児 2,108. 2,108. 2,014. 2,007. 2,000.
３ 歳 以 上 児 3,530. 3,361. 3,366. 3,223. 3,217.
合 計 6,574. 6,400. 6,307. 6,155. 6,133.
０ 歳 児 202. 201. 200. 200. 198.
１ ・ ２ 歳 児 1,315. 1,313. 1,251. 1,248. 1,243.
３ 歳 以 上 児 1,869. 1,791. 1,812. 1,750. 1,740.
合 計 3,386. 3,305. 3,263. 3,198. 3,181.
０ 歳 児 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6%
１ ・ ２ 歳 児 62.4% 62.3% 62.1% 62.2% 62.2%
３ 歳 以 上 児 52.9% 53.3% 53.8% 54.3% 54.1%
合 計 51.5% 51.6% 51.7% 52.0% 51.9%
０ 歳 児 284. 286. 286. 286. 286.
１ ・ ２ 歳 児 1,242. 1,236. 1,236. 1,236. 1,236.
３ 歳 以 上 児 1,911. 1,911. 1,911. 1,911. 1,911.
合 計 3,437. 3,433. 3,433. 3,433. 3,433.
０ 歳 児 0. 0.
１ ・ ２ 歳 児 19. 12.
３ 歳 以 上 児 3. 0.
合 計 22. 12.
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保育提供体制の確保のための実施計画（市区町村全域） 新座市

作成対象：全市区町村

　担当者連絡先



資料５−3

１．令和７年度以降のこども誰でも通園制度の利用需要と提供体制

　担当者連絡先

都道府県 埼玉県 担当者名

市区町村 新座市 電話番号

所属（課・室） 保育課 メールアドレス

令和7年4月1日 令和8年4月1日 令和9年4月1日 令和10年4月1日 令和11年4月1日

実績
見込み・
計画数

見込み・
計画数

見込み・
計画数

見込み・
計画数

０ 歳 児 936. 931. 927. 925. 916.

１ 歳 児 1,078. 1,073. 1,012. 1,008. 1,005.

２ 歳 児 1,030. 1,035. 1,002. 999. 995.

合 計 3,044. 3,039. 2,941. 2,932. 2,916.

０ 歳 児 326. 322. 320. 319. 315.

１ 歳 児 508. 499. 438. 434. 431.

２ 歳 児 358. 373. 340. 337. 333.

合 計 1,192. 1,194. 1,098. 1,090. 1,079.

０ 歳 児 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

１ 歳 児 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

２ 歳 児 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

０ 歳 児 322. 320. 319. 315.

１ 歳 児 499. 438. 434. 431.

２ 歳 児 373. 340. 337. 333.

合 計 1,194. 1,098. 1,090. 1,079.

０ 歳 児 3,220. 3,200. 3,190. 3,150.

１ 歳 児 4,990. 4,380. 4,340. 4,310.

２ 歳 児 3,730. 3,400. 3,370. 3,330.

合 計 11,940. 10,980. 10,900. 10,790.

０ 歳 児 18. 18. 18. 17.

１ 歳 児 28. 24. 24. 24.

２ 歳 児 21. 19. 19. 19.

合 計 67. 61. 61. 60.
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※ 本様式は、令和８年度に、就学前教育・保育施設整備交付金又は保育対策総合支援事業費補
助金における保育所等改修費等支援事業を活用し、乳児等通園支援事業所の整備を行う市区町村
のうち、補助率の嵩上げ希望する場合に提出が必要なものです。
当該交付金・補助金の補助率嵩上げを受けずに整備を行う市区町村及び令和８年度中に当該交

付金・補助金を活用しない市区町村は、提出いただく必要はありません。


